
区 分 内 容

職 種 　寮務員

資 格 要 件 　なし

任 用 期 間 　毎会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）の範囲内

再 度 の 任 用 　勤務成績に基づき、再度の任用を行う場合があります。

勤 務 場 所
　福岡県内の独身寮【福岡市中央区、福岡市博多区、北九州市八幡東
区、遠賀郡芦屋町、直方市、田川市】

勤 務 内 容 　寮の賄い、清掃その他環境整理、電話の取次ぎその他必要な連絡

勤 務 日
　月２０日
（※）国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年
　　１月３日までは休み

勤務時間及び 休憩 時間
　午前５時００分から午後５時４５分までのうち、５時間４５分
　（休憩時間６０分）
（※）勤務時間は、勤務場所によって指定します。

時間外勤務・休日勤務 　なし

休 暇
・任用期間に応じて年次休暇を付与します。
・特定の事由に該当する場合は、特別休暇を取得できます。

給 料 （ 報 酬 ） の 額
　日額約８，８３０円を支給します。
（※）給与条例の改正に伴い、金額が変更となる場合があります。

諸 手 当
　条例及び規則の定めるところにより、地域手当等の各種手当に相当す
る額を報酬に加算して支給し、通勤手当に相当する額を費用弁償として
支給します。要件を満たす場合は、期末手当、勤勉手当を支給します。

報 酬 等 の 支 給 方 法
　・報酬の支給日は、原則として勤務した翌日の２１日です。
　・報酬の計算期間は、月の１日から末日までです。

服 務
　服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜
行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限
など、地方公務員法上の服務に関する規定が適用されます。

分 限 ・ 懲 戒
　地方公務員法及び条例の定めるところにより、分限処分及び懲戒処分
の対象となります。

社 会 保 険 　厚生年金保険法、雇用保険法が適用されます。

共 済 組 合 　警察共済組合の組合員として、短期給付・福祉事業が適用されます。

公 務 災 害 補 償
　議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例が適
用されます。

勤 務 内 容 に 関 す る
お 問 い 合 せ 先

〒８１２－８５７６　　福岡市博多区東公園７－７
　 福岡県警察本部　総務部施設課管財係
　 電話番号　０９２－６４１－４１４１（内線２２６７・２２６８）

登録申 込書の送付先
〒８１２－８５７６　福岡市博多区東公園７－７
　福岡県警察本部　警務部警務課採用第三係

寮務員の勤務条件


